
 【お問合わせ先】 

足立区 都市建設部 まちづくり課 西部地区係（足立区役所 南館４階） 

電 話 ０３－３８８０―５４３７（直通） 

ＦＡＸ ０３－３８８０―５６０５ 

E-mail machi@city.adachi.tokyo.jp

４ １ 

建築防災課 細街路係（足立区役所 中央館４階）
電 話 ０３－３８８０－５２８６（直通）

ＦＡＸ ０３－３８８０－５６１５

 細街路に指定された道路の拡幅整備を行う際、一定の条件

を満たす場合は、細街路整備に付随する工事や測量・登記費

用等の助成金を利用できます。詳しくは、以下の担当窓口ま

でご相談ください。

建築審査課 審査第二係
（足立区役所 中央館４階）

電 話 ０３－３８８０－５２７６（直通）

ＦＡＸ ０３－３８８０－５６１５

 地区計画の区域内で建築物の建替えなどを行う際には、都市計画法に基づき工事着手の

３０日前までに、区へ地区計画の届出が必要です。

詳しくは、以下の担当窓口までご相談ください。

パークイノベーション推進課 緑化推進係
（足立区役所 北館３階）

電 話 ０３－３８８０－５１８８（直通）

ＦＡＸ ０３－３８８０－５６２０

 敷地が道路に接する部分または建築物の屋上や壁面に緑 

化工事を行う場合に利用できる制度です。生け垣や植込地 

をつくる場合はぜひご活用ください。 

なお、助成の申請は工事着手の 2週間前までにお願い 

します。詳しくは、以下の担当窓口までご相談ください。 

緑化工事後 

道路の拡幅整備後 
拡幅部分

令和４年３月３０日付で、地区計画の一

部を変更しました。計画的かつ着実に公園

整備を行うため、地区計画で位置付けられ

た地区施設公園を廃止し、新たに都市計画

公園に位置付けました。 

今後、地域の皆さまのご意見をいただき

ながら、公園整備を行ってまいります。 

舎人・古千谷本町地区

まちづくりニュース
足立区 まちづくり課

令和４年４月号 

細街路整備事業 ～拡幅すべき道路に接している方へ～
緑化工事助成制度 ～生け垣などでみどりを増やす場合～
地区計画の区域内で建物の建替えを行う方へ

地方公共団体が都市計画法に基づき定める公園です。 

地区計画で位置付けられた地区施設公園よりも、都市計画法

による制限がかかり、相当な理由がない限り変更されることは

なく、計画的かつ着実に公園の整備を進めることができます。 

都市計画公園とは？ 

公園整備に向けて
動きだしました
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緑豊かな快適で便利なまちの形成を目指し、多様な世代が住み続けられる

良好な居住環境と、コミュニティ活動の根づくまちづくりを推進します。 

そのため、公共施設の整備を図りつつ、土地の有効利用を適切に誘導して

いきます。 

地区計画の目標  
地区施設の計画図  

２ ３ 

引き続き、地区計画のル－ルに沿った建替えをお願いします。 

建物を建てる際のルール  舎人・古千谷本町地区 地区計画の内容  区域の面積 約 121.5ha 
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 特定の道路沿道では、建物の高さは 
最高１２ｍとします。 建築物等の高さの最高限度 

まちづくりのル－ルを守ることで、都

市計画で指定された容積率、建蔽
ぺい

率で建

物を建てることができます。 
容積率・建蔽

ぺい

率の最高限度 

敷地面積は８３ｍ
２

以上としてください。 敷地面積の最低限度 
例 面積 170㎡の土地を分割して建物を建てる場合 

色彩は、良好な住環境にふさわしい 
落ち着いた色あいにしてください。 形態または意匠の制限 

道路に面して設ける垣又は柵は、生け垣

又はフェンスにしてください。 壁面の位置は、道路境界線から０.６ｍ

とします。 

道路 コンクリート 
ブロックなど 0.6ｍ以下に 

してください フェンスなど 
敷地 敷地 

生け垣または

フェンスとし

てください コンクリートブロック

などを使用する場合 
道路 

地区施設公園４号を廃止し、 

新たに都市計画公園に位置付け

ました。 

 

名  称：舎人三丁目第二公園 

所 在 地：舎人三丁目３番 

公園面積：約 3,500㎡ 

整備時期：令和７年度予定 

番号 

垣・柵のつくりかた 壁面の位置の制限 

 駅周辺では、風営施設の一部を制限 
しています。 建築物等の用途の制限 


